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唐津・鎮西ウィンドファーム（仮称）設置計画

九電みらいエナジー株式会社

位置：佐賀県唐津市浦、鳩川、相賀、湊町、屋形石、中里、鎮西町八床、鎮西町菖
蒲、鎮西町塩鶴及び鎮西町赤木の各一部
面積：約168ha

事業の内容

風力発電所設置事業（陸上）

・発電所の出力
　28,000kW程度（最大）
　2,000～3,500kW程度の風力発電機を８基程度設置する。

・風力発電機の概要
　ブレード枚数：3枚
　ロータ直径：80～110ｍ程度
　ハブ高さ：70～90ｍ程度
　高さ：約110～140ｍ程度

工事の内容

(1)工事概要
　主要な工事は以下のとおり。
　準備工事： 工事用・管理用道路工事、用地造成工事
　基礎工事： 基礎工事
　据付工事： 風力発電機据付工事
　電気工事： 送電線工事
(2)工事工程
　準備工事： 工事開始後の月数　　0～11月
　基礎工事： 工事開始後の月数　　5～13月
　据付工事： 工事開始後の月数　10～20月
　電気工事： 工事開始後の月数　  9～15月
　試運転・調整：工事開始後の月数　16～24月　（24ヶ月目：運転開始）

大気質

対象事業実施区域及びその周辺における大気質の測定は、佐賀県が設置してい
る一般環境大気測定局２局で行われている。平成25年度の二酸化窒素の測定結果
は、１局で行われており、環境基準に適合している。平成25年度の浮遊粒子状物質
の測定結果は、長期的評価では２局とも環境基準に適合しており、短期的評価では
１局で環境基準に適合していない。佐賀県への聞き取りによると、唐津市における大
気汚染に係る平成27年の苦情受理件数は１ 件であり、苦情の内容は、事業場の黒
煙に対するものとなっている。

騒音・超低周波音

対象事業実施区域及びその周辺における平成25年度の環境騒音の測定は、唐津
市の２地点で行われており、昼間は全ての地点で、夜間は１地点で環境基準に適合
していない。対象事業実施区域及びその周辺における平成25年度の道路交通騒音
の測定は、唐津市の３地点で行われており、昼間、夜間とも全ての地点で道路交通
騒音の要請限度を下回っている。唐津市における騒音に係る平成25年度の苦情受
理件数は４ 件であり、唐津市への聞き取りによると、苦情の内容は、自動車騒音、ク
リーニング工場の騒音、対野鳥用の爆音機等に対するものとなっている。
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振動

対象事業実施区域及びその周辺における平成25年度の道路交通振動の測定は、
唐津市の３地点で行われており、昼間、夜間とも全ての地点で道路交通振動の要請
限度を下回っている。唐津市における振動に係る平成25年度の苦情受理件数は０
件である。

水質及び底質

(1)河川
対象事業実施区域及びその周辺における公共用水域の河川の水質測定は、平成
26年度に佐志川下流（佐志・八幡橋中間点）、江頭川（横竹橋）、橋本川（鞁橋）、浦
川（唐房橋） で行われており、生物化学酸素要求量（BOD）の測定結果は、類型指
定されている２地点で環境基準に適合している。健康項目に係る河川の水質測定
は、平成25年度に江頭川（横竹橋）で行われており、測定した全ての項目が環境基
準に適合している。
(2)ため池
対象事業実施区域及びその周辺におけるため池の水質測定は、平成26年度に杵田
溜で行われており、健康項目は、測定した全ての項目が環境基準に適合している。
(3)地下水
対象事業実施区域及びその周辺における地下水の水質測定は、平成26年度に地
下水モニタリング井戸（２ 地点） で行われており、２地点とも測定した全ての項目が
環境基準に適合している。
(4)水質汚濁に係る苦情の発生状況
佐賀県への聞き取りによると、唐津市における水質汚濁に係る平成27年の苦情受
理件数は７件であり、苦情の内容は、河川における油の流出等に対するものとなっ
ている。

地形・地質

(1)地形の状況
対象事業実施区域は、主に大起伏丘陵地となっている。
(2)地質の状況
対象事業実施区域及びその周辺は、主に玄武岩類、黒雲母花崗岩類が分布してい
る。対象事業実施区域及びその周辺は、主に褐色森林土壌、乾性褐色森林土壌及
び暗赤色土壌が分布している。
(3)重要な地形、地質
対象事業実施区域及びその周辺に、学術上の重要な地形、地質の記録は確認され
ていない。

動物

(1)動物相の概要
対象事業実施区域及びその周辺における動物相の状況について、既存資料によ
り、その概要を整理した結果、哺乳類２種、鳥類225種、爬虫類９種、両生類７種、昆
虫類163種及び魚類７ 種、合計413種が確認されている。
(2)重要な種及び注目すべき生息地の概要
既存資料に記載されている確認種等について、学術上又は希少性の観点から、重
要な種及び注目すべき生息地を選定した結果、哺乳類２種、鳥類55種、爬虫類３
種、両生類４種、昆虫類20種及び魚類２種が確認されている。なお、対象事業実施
区域及びその周辺において、注目すべき生息地は確認されていない。
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植物

(1)植物相及び植生の概要
対象事業実施区域及びその周辺における植物相の状況について、既存資料によ
り、その概要を整理した結果、シダ植物50種及び種子植物594種、合計644種が確認
されている。現存植生については、既存資料によれば、対象事業実施区域及びその
周辺の台地上ではヤブツバキクラス域代償植生のシイ・カシ萌芽林が最も広い面積
で分布しており、スギ・ヒノキ・サワラ植林、水田、畑地、果樹園等も点在する。海岸
付近の平地ではクロマツ群落がみられ、海岸沿いの斜面ではオニヤブソテツ－ ハマ
ビワ群集等がみられる。対象事業実施区域は、主にヤブツバキクラス域代償植生の
シイ・カシ萌芽林によって占められている。
(2)重要な種及び重要な群落の概要
既存資料に記載されている確認種等について、学術上又は希少性の観点から、重
要な種及び重要な群落を選定した結果、シダ植物６種、種子植物106種及び重要な
群落４件が確認されている。

生態系

(1)環境類型区分
対象事業実施区域及びその周辺の環境は、植生の状況から、広葉樹林、針葉樹
林、耕作地・草地・竹林、開放水域及び市街地等の５つの環境類型に区分される。
対象事業実施区域及びその周辺は広葉樹林が多くみられ、一部に、耕作地・草地・
竹林、針葉樹林、開放水域及び市街地等が分布する。
(2)生態系の概要
対象事業実施区域及びその周辺は、海岸沿いに低地がみられるが、大部分は、丘
陵地である。このような地形には、森林が多くみられ、その大部分は広葉樹林であ
り、一部に、耕作地・草地・竹林、針葉樹林等も分布する。これらの環境には、下位
の消費者であるスジアオゴミムシ、イチモンジセセリ等の昆虫類、中位の消費者であ
るアカハライモリ、ニホンアカガエル等の両生類、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ等の鳥
類、ネズミ類等の小型哺乳類、シマヘビ、ジムグリ等の爬虫類、中型哺乳類、上位の
消費者であるサシバ、フクロウ等の鳥類が生息し、食物連鎖を形成していると考えら
れる。また、対象事業実施区域及びその周辺には開放水域であるため池も多く分布
し、下位の消費者であるアメンボ、コシマゲンゴロウ等の昆虫類、中位の消費者であ
るアカハライモリ、ニホンアカガエル等の両生類、ギンブナ、ブルーギル、オオクチバ
ス等の魚類、上位の消費者であるアオサギ、ミサゴ等の鳥類が生息し、食物連鎖を
形成していると考えられる。
(3)重要な自然環境のまとまりの場
対象事業実施区域及びその周辺の自然環境について、重要な自然環境のまとまり
の場の抽出を行った結果、対象事業実施区域には保安林が存在する。

景観

(1)眺望点の状況
対象事業実施区域及びその周辺における眺望点は、七ツ釜、立神岩、虹の松原等
が存在する。
(2)景観資源の状況
対象事業実施区域及びその周辺における景観資源は、西ノ浜、神集島・宮崎浜、虹
の松原等が存在する。

人と自然との触れ
合いの活動の場

対象事業実施区域が位置する唐津市には、屋形石の七ツ釜、加部島暖地性植物
群落等が存在する。
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その他
（教育・医療・福祉施設の配
置状況、公園指定等環境保
全地域区域指定状況、既設

風力設置状況等）

対象事業実施区域周辺の最寄りの学校等、病院及び福祉施設は、佐志保育園浦分
園、黒崎医院及び認知症対応型共同生活介護事業所おうかであり、対象事業実施
区域からそれぞれ約0.6km、約0.7k m及び約0.5kmに位置している。また、対象事業
実施区域（工事用・管理用道路の範囲） には住宅が存在している。
○既設の風力発電所：
・原野電設　170kW×１基　平成14年運転開始
○計画中の風力発電所：
・自然電力株式会社　1,990kW×１基　平成29年建設工事予定
・アチハ株式会社　1,990kW×１基　平成29年建設工事予定
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参考項目との差異

別紙参照

なお、発電所アセス省令第26条の２第１項に定める「別表第11」に示す放射性物質
に係る項目については、選定しない。

方法書第6章（P185～258）参照

住民意見の概要及び事業者見解：平成28年度第24回風力部会資料２－３参照
関係都道府県知事意見：平成28年度第24回風力部会資料２－４参照

環境審査顧問会風力部会等の意見を踏まえ、対象事業に係る環境影響評価の項
目並びに調査、予測及び評価の手法について、必要に応じ、勧告を行う。

本審査書は事業者から届出された環境影響評価方法書を基に作成したものであ
る。
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審査結果

住民意見の概要及び事
業者見解・関係都道府県
知事意見

調査・予測・評価の手法



（ 別紙 ）
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